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本 IFRS in Focus は、国際会計基準審議会（IASB）によって公表された新たな解釈指針である

IFRIC第23号「法人所得税務処理に関する不確実性」を要約したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論点 

法人所得税申告において企業が使用した特定の税務処理が税務当局に認められるかどうかに関

する不確実性（「不確実な税務処理」）を、財務諸表にどのように反映させるべきかについての疑問

が実務において生じた。 

 

本解釈指針では、そのような状況において、課税所得（税務上の欠損金）、税務基準額、税務上の

繰越欠損金、繰越税額控除および税率（本 IFRS in Focus においては合わせて「会計上の税務ポ

ジション」という）をどのように決定すべきかを定めている。

注： 本資料は Deloitteの IFRS Global Officeが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳した

ものです。 

   この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、原文については英語版

ニュースレターをご参照下さい。 

要点 

 

• 本解釈指針は、法人所得税務処理に関する不確実性がある場合における、会計上

の税務ポジションの決定方法を定めている。 

 

• 本解釈指針は、企業に以下を要求している。 

 

• 不確実な税務ポジションを別個に評価するかグループとして評価するかの決

定 

 

• 法人所得税申告において企業が使用したかまたは使用が提案されている不確

実な税務処理を、税務当局が認める可能性が高いかどうかの評価 

 

• 可能性が高い場合、企業は、会計上の税務ポジションを、法人所得税申

告において企業が使用したか使用が予定されている税務処理と整合的

に決定しなければならない。 

 

• 可能性が高くない場合、企業は、不確実性の影響を、関連する会計上の

税務ポジションを決定する際に反映しなければならない。 

 

• 発効日：2019年1月1日以後開始する事業年度 

 

• 経過措置：完全遡及適用、または、比較情報を修正再表示しない修正遡及適用 

 

http://www.iasplus.com/
http://www.deloitte.com/
http://www.deloitte.com/jp/ifrs
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合意事項 

本解釈指針では、企業はまず、不確実な税務処理のそれぞれを別個に考慮すべきなのか、それとも、1つまたは複数の他

の不確実な税務処理と一緒に考慮すべきなのかを、どちらのアプローチが不確実性の解消についてのより適切な予測を

提供するのかに基づいて決定することを要求されている。 

 

企業は次に、不確実な税務処理が企業の会計上の税務ポジションの決定に影響するか、および、どのように影響するかを

評価する。 

 

 
税務当局が企業の税務処理を認めるかどうか、および、認めない場合において不確実性が企業の会計上の税務ポジショ

ンに及ぼす影響を決定する際には、企業は、税務当局は調査する権限を有する金額を調査するであろうと仮定し、当該調

査を行う際にすべての関連性のある情報についての十分な知識を有しているであろうと仮定しなければならない。税務当

局が法人所得税申告を調査する権限に期限がない状況についての例外は設けられていない。 

 

 
 

本解釈指針では、企業は当期税金と繰延税金の両方について首尾一貫した判断および見積りを行わなければならず、か

つ、関連する事実および状況の変化に照らし、行った判断および見積りを見直さなければならないとされている。そのよう

な変化は見積りの変更として会計処理される。 

 

本解釈指針には、要求事項の適用について2つの設例が含まれている。 

 

1. 法人所得税申告において企業が使用したか

または使用を予定している税務処理を、税務

当局が認める可能性が高い（probable）か。 

2b. 不確実性の影響を、関連する会計上の税務ポ

ジションを決定する際に反映 

不確実性の影響の見積りには、最も可能性の

高い金額または期待値法のうち、不確実性の

解消についてのより適切な予測を提供すると

判断する方法によらなければならない。 

2a. 会計上の税務ポジションを、企業の法人所得

税申告において使用されたかまたは使用が予

定されている税務処理と整合的に決定 

高い 高くない 

 

見解 

本解釈指針は、税務当局が企業の税務処理を認める可能性が高いかどうかの評価について、これ以上のガイダンス

を提供していない。これは、企業が判断を適用しなくてはならない領域、または、見積りの不確実性をもたらす領域に

なり得る。そのような場合、企業は、財務諸表を作成する過程で行った重大な判断および仮定に関して、IAS第1号

122項および125項から129項に従って、目的適合性のある情報を開示しなければならない。 

 

 

見解 

本解釈指針では、不確実な税務処理に伴う利息および罰金について、特に取り扱われていない。利息および罰金が本

解釈指針の範囲に含まれるか否かは、それらがIAS第12号の範囲に含まれる法人所得税であるかどうかによる。それ

は、本解釈指針が取り扱っていない別個の評価である。 

 

同様に、本解釈指針では、企業結合において取得したまたは引き受けた税金資産または負債についても、特に取り扱

われていない。しかし、IFRS第3号24項では、企業結合で取得した繰延税金資産および引き受けた繰延税金負債を、

IAS第12号を適用して会計処理すべきであるとされている。したがって、本解釈指針は、繰延税金に影響を与える法人

所得税務処理に関する不確実性が存在している場合、取得した資産および引き受けた負債から生じるそのような資産

および負債に適用される。 
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発効日および経過措置 

本解釈指針は、2019年1月1日以後開始する事業年度に適用する。早期適用は認められる。 

 

企業は、以下のアプローチのいずれかの方法により本解釈指針を適用する。 

 

• 完全遡及アプローチ：このアプローチは、事後的判断を使用しないで行うことができる場合にのみ採用できる。新たな解釈指針の適用は

IAS第8号に従って会計処理されることとなり、すなわち、比較情報を修正再表示しなければならないことを意味する。 

 

• 修正遡及アプローチ：このアプローチでは、比較情報の修正再表示は要求も許容もされない。本解釈指針を最初に適用することの累積的

影響は、適用開始日（すなわち、本解釈指針を企業が最初に適用する事業年度の期首）における開始時点の資本に認識される。 

 

  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に

基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマ

ツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザ

リー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人および DT 弁護士法人を含む）の総称です。デロイト 

トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人が

それぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー

等を提供しています。また、国内約 40都市に約 9,400名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、

コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロ

イト トーマツ グループWebサイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアド

バイザリー、税務およびこれらに関連するサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクラ

イアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、

デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世

界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune Global 500® の 8 割の企業に提供して

います。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 245,000名の専門家に

ついては、Facebook、LinkedIn、Twitterもご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ 

リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社

のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個

の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。

Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about 

をご覧ください。 

 

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人

や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成

または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあ

ります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可

能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、

適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。 
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